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安全対策１

 子どもの誤飲に関する安全対策ではないが、喫煙自体へのリスクを警告するパッケージ表示が日

本ヘルスケア歯科研究会による通信で、いくらの例が紹介されている

は、オーストラリア、タイ及びカナダの例

であるが、

 

対応製品例
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この充填液の入っている容器（

「Rules on child
ルールが適用）」
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容器の販売はできなくなるであろうというもの

である。なお、本

CDC（アメリカ疾病管理予防センター

federal Centers for Disease Control and 
Prevention
摘する報告があるとのこと。
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 タバコではないが、

ノバルティス社による禁煙補助剤である「ニコチネル」のパッチとガム

でラミネートされている。なお、ガムは第②類医薬品
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パッチは禁煙効果があるのではなく、腕や腹部等に貼ることによって皮膚からニコチン成分が体内に吸収され、
タバコの喫煙によるイライラ等を抑えると説明されている。
喫煙しないで、ニコチン成分を摂取すると説明されている。いずれも徐々に禁煙に近づけ
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